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海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
〇
号

（
先

）

議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
千
九
百
七
十
八
年
の
議
定
書

、

、

等
の
国
際
基
準
に
適
確
に
対
応
し
つ
つ

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
対
策
の
一
層
の
強
化
等
を
図
る
た
め

一
定
の
船
舶
に
対
す
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
の
作
成
及
び
備
置
き
等
の
義
務
付
け
、
独
立
行
政
法
人
海
上
災
害

防
止
セ
ン
タ
ー
の
解
散
に
伴
う
指
定
法
人
に
関
す
る
制
度
の
創
設
、
海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
等
の
有
効
期
間
の
特
例
の
見
直
し

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

船
舶
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
の
放
出
の
規
制

１

日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航
行
す
る
一
定
の
新
造
船
に
対
し
て
、
設
計
上
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
が

適
切
に
算
定
さ
れ
、
当
該
排
出
量
が
一
定
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
る

こ
と
を
義
務
付
け
る
。

２

日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航
行
す
る
一
定
の
新
造
船
及
び
現
存
船
に
対
し
て
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
の
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た
め
の
航
行
上
の
措
置
を
定
め
た
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
を
作
成
し
、
当
該
手
引
書
に
つ
い
て
国
土
交
通
大

臣
の
承
認
を
受
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
備
え
置
く
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
外
国
船
舶
が
国
内
の
港
に
あ
る
間
、
二
酸
化
炭
素
排
出
量
に
係
る
基
準
等
に
関
し
、
条
約
の
要
件

に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二

指
定
海
上
防
災
機
関
に
関
す
る
制
度
の
創
設

排
出
油
等
の
防
除
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
を
解
散
し
、
指
定
海
上
防
災
機
関
に
関
す
る
制
度

を
創
設
す
る
。

三

海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
等
の
有
効
期
間
の
延
長

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
る
証
書
に
つ
い
て
、
定
期
検
査
に
合
格
し

た
際
に
新
た
な
証
書
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
検
査
終
了
後
直
ち
に
船
舶
が
航
行
で
き
る
よ
う
、
従
前
の
証

書
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
規
定
に
つ
い
て
は
平

成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


